
現行地域公共交通計画の変更について 資料３

＜計画変更の理由＞

✓ 国の「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」を活用し、本市ＡＩデマンドタクシーの運行の確保・維
持を図るもの。

✓ 補助金活用にあたり、現行の熊本地域公共交通計画の内容の一部変更及び所定様式による国への計画
認定申請を行う。

＜変更する内容＞

① 該当事業の追記（P.１３９）
• 国事業（地域公共交通確保維持事業）を記載

② 「事業（１３）新たなコミュニティ交通の導入」の実施概要の追記（P.１４０）
• 事業目的達成に向けた実施概要（公共交通空白地域等におけるＡＩデマンドタクシーの運行）を記載

• 導入基準・サービス水準に基づく新たな運行として、補助申請を行う対象系統（植木、西南、富合・城
南の3地区）、許可区分（4条乗合※現在は21条）、運行態様（区域運行）等を記載

• 当該運行の実施による数値目標（利用件数、収支率）を記載

※変更内容の詳細及び所定様式は別紙参照
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熊本地域公共交通計画 新旧対照表 

 第７章 目標達成のための施策・事業 

修正前 修正後 

P139 

  

P139 

 

事業（13）：新たなコミュニティ交通の導入 
 

実施の目的 コミュニティ交通の導入 

事業の概要 地域の特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通の導入 

主な事業エリア 熊本市域内 

実施主体 
熊本市、交通事業者、 

地域住民 
実施時期 

前期 後期 

関連目標 目標② ― 検討・実施 

※地域公共交通利便増進事業  
 
これまでに導入してきたコミュニティ交通の課題等を踏まえ、地域生活圏内等におい

て行政機関、病院、スーパー、金融機関、観光地などを経由し基幹公共交通軸や地域拠

点等に接続する、地域の特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通の導入を検討しま

す。 

導入にあたっては、相乗りタクシーなどの制度やＡＩ、ＩＣＴ等の新技術の利活用に

ついて研究し、地域住民の意見を積極的に取り入れ、運行形態や運行車両等について検

討を重ねながら、きめ細かな移動ニーズに対応していきます。 

 

 
▲ ＡＩオンデマンド交通（国交省 HP より） 

 

〔地域特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通〕 

○運行形態：定時定路線、定路線デマンド型、不定路線デマンド型など 

○車両：小型バス、ジャンボタクシー、タクシーなど 

○運行主体：交通事業者、地域住民（地域で組織する運行協議会やＮＰＯなど） 

○運行経費：利用者や地域が負担し、市は一定割合を補助 

○経路設定の考え方： 

〔接続先〕基幹公共交通軸、幹線バス路線、地域拠点、乗換拠点など 

〔経由地〕行政機関、病院、スーパー、金融機関、生活拠点、観光地など 

〔経路範囲〕各区内、地域生活圏内、校区内など 

○その他：運行にあたっての運行形態、経路設定、経費負担の合意形成方法、ＡＩ等の 

新技術を活用した配車サービスなど 

※基幹公共交通の機能強化、バス路線網の再編を行う中で、新たなコミュニティ交通を 

検討し導入を行っていく必要がある。 

事業（13）：新たなコミュニティ交通の導入 
 

実施の目的 コミュニティ交通の導入 

事業の概要 地域の特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通の導入 

主な事業エリア 熊本市域内 

実施主体 
熊本市、交通事業者、 

地域住民 
実施時期 

前期 後期 

関連目標 目標② ― 検討・実施 

※地域公共交通確保維持事業 ※地域公共交通利便増進事業  
 
これまでに導入してきたコミュニティ交通の課題等を踏まえ、地域生活圏内等におい

て行政機関、病院、スーパー、金融機関、観光地などを経由し基幹公共交通軸や地域拠

点等に接続する、地域の特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通の導入を検討しま

す。 

導入にあたっては、相乗りタクシーなどの制度やＡＩ、ＩＣＴ等の新技術の利活用に

ついて研究し、地域住民の意見を積極的に取り入れ、運行形態や運行車両等について検

討を重ねながら、きめ細かな移動ニーズに対応していきます。 

 

 
▲ ＡＩオンデマンド交通（国交省 HP より） 

 

〔地域特性や実情に応じた新たなコミュニティ交通〕 

○運行形態：定時定路線、定路線デマンド型、不定路線デマンド型など 

○車両：小型バス、ジャンボタクシー、タクシーなど 

○運行主体：交通事業者、地域住民（地域で組織する運行協議会やＮＰＯなど） 

○運行経費：利用者や地域が負担し、市は一定割合を補助 

○経路設定の考え方： 

〔接続先〕基幹公共交通軸、幹線バス路線、地域拠点、乗換拠点など 

〔経由地〕行政機関、病院、スーパー、金融機関、生活拠点、観光地など 

〔経路範囲〕各区内、地域生活圏内、校区内など 

○その他：運行にあたっての運行形態、経路設定、経費負担の合意形成方法、ＡＩ等の 

新技術を活用した配車サービスなど 

※基幹公共交通の機能強化、バス路線網の再編を行う中で、新たなコミュニティ交通を 

検討し導入を行っていく必要がある。 
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 第 7 章 目標達成のための施策・事業 

修正前 修正後 

P140 

 記載なし 

 

P140 

 

 

【実施概要】 

公共交通空白地域等を含む市内３地区（植木、西南、富合・城南）において、ＡＩ技

術を用いて運行ルート作成や予約管理等を行うデマンド型の乗合タクシー（以下、「Ａ

Ｉデマンドタクシー」という。）を運行します。 

ＡＩデマンドタクシーの運行により、公共交通空白地域等から主要バス路線の停留所

や鉄道駅等の基幹公共交通軸に接続するとともに、最寄りの地域拠点等にある行政機関、

病院、スーパー、金融機関、観光地などの地域生活圏内等の移動を可能とします。 

当該運行は、公共交通空白地域等における公共交通ネットワークの維持及び日常生活

に必要不可欠な移動手段の確保の両面で重要な役割を担っており、持続的な運行を実施

する必要があるものの、自治体や事業者の運営努力だけでは路線の維持が難しく、地域

公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要があります。 

 

1【実施主体】 

熊本市（交通事業者に委託し運行） 

 

【実施箇所】 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

コミュニティ交通を 

 

▲ 実施箇所    

  

 

【目標値】 

公共交通空白地域等における公共交通ネットワークの維持及び日常生活に必要不可

欠な移動手段の確保に向けて、ＡＩデマンドタクシーの利用及び運行に係る収支の維

持・向上を図ります。 

 

 

№ 対象地区 事業許可

区分 

運行態様 補助事業の活用 

❶ 植木地区 

 

４条乗合 区域運行 フィーダー補助 

❷ 西南地区 

 

４条乗合 区域運行 フィーダー補助 

❸ 富合・城南

地区 

４条乗合 区域運行 フィーダー補助 

数値目標 データ取得方法 

現況値 

＜R2 年度＞ 
目標値 

＜R8 年度＞ 

（R8.10 月～R9.9 月） 

ＡＩデマンドタクシーの 

利用件数 

実績報告等の資料か

ら毎年計測 
- ３6,000 件 

ＡＩデマンドタクシーの 

運行に係る収支率 

実績報告等の資料か

ら毎年計測 
- １５％ 

❸ 
❷ 

❸ 

公共交通空白地域 

対象地区 

❶ 

❷ 

❸ 

資料３ 










	スライド 1

